
パブリックコメント「豊田市特別支援教育推進計画（案）」における意見募集結果 
 
 
●意見通数 
 ６通 
 
●意見の内訳 
 総数で３７件の意見等があり、項目ごとに分類しました。 

分類 意見件数 
計画全体について １０ 
「１ 多様な学びの場における支援・指導の充実」について １３ 
「２ 教員の専門性、授業力・指導力の向上」について ５ 
「３ 教育諸条件の整備」について ５ 
「４ 中学校卒業後の生活へのスムーズな移行」について １ 
その他 ３ 

 
●寄せられた意見に対する豊田市の考え方 
 意見等の概要は、趣旨を損なわない範囲でいただいた意見を集約及び要約しています。 
また、今回の計画と直接関係がない意見等については、市の考えは示しておりません。 
 
●その他 
 本計画は、提出いただいたご意見を参考に、令和８年３月までにまとめる予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（１）計画全体について 
意見等の概要 意見数 豊田市の考え方 

・「インクルーシブ教育システム」とい
う言葉が出てくるが、障害者権利条
約にあるインクルーシブ教育を実践
してほしい。 

８ 

文部科学省の報告にあるように、豊田
市でも同じ場で共に学ぶことを追求す
るとともに、個別の教育的ニーズのあ
る幼児児童生徒に対して、自立と社会
参加を見据えて、その時点で教育的ニ
ーズに最も的確に応える指導を提供で
きる、多様で柔軟な仕組みを整備して
いきます。そのようにしてインクルー
シブ教育システムを推進することで、
どの子も共に学べる環境づくりを進め
ます。 
 

・アンケート調査について、通常の学級
の児童生徒保護者は対象にされてい
るか。 

２ 

通常の学級に在籍している児童生徒の
保護者にもアンケート調査を実施して
おり、ご意見をいただいています。 
 

 
 
 
 
 
（２）「１ 多様な学びの場における支援・指導の充実」について 

意見等の概要 意見数 豊田市の考え方 
・特別支援教育コーディネーターが中

心となり、対象となる子の関係者を
集めた会議を実施し、連携をとるこ
とが必要である。 

２ 

各学校の特別支援教育校内委員会で
は、特別支援教育コーディネーターが
中心となって、教員だけでなく、スクー
ルカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカー等、専門家も参加し、連携して
対応できるような体制の整備を進めま
す。 
 

・学校がこども発達センター、関係機関
等と連携し、より密に情報共有を行
ってほしい。 

２ 

特別支援教育コーディネーターやスク
ールソーシャルワーカーが関係機関等
との連携を行い、情報共有を行います。 
 

 
 
 

 
 



   
・適切な就学先の選択ができるような

仕組みづくりを進めてほしい。 

２ 

就学先の決定に際しては、文部科学省
より発行されている「障害のある子供
の教育支援の手引」をもとに、リーフレ
ットを用意したり学校の見学や体験を
紹介したりするなど、十分な情報提供
を行い、可能な限り児童生徒及び保護
者の意向を尊重するように行っていま
す。現在実施している就学相談会につ
いて、その子のニーズに応じた相談時
間を確保できるようにするなど、十分
検討できるよう見直していきます。 
 

・こども発達センターとの連携につい
て、具体的な連携手段を構築してほ
しい。 

１ 

豊田市特別支援教育連携協議会や豊田
市心身障がい児早期療育推進委員会で
情報を共有しています。また、定期的に
合同の会議を行うとともに、必要に応
じてこどもの情報を共有して必要な支
援を行っています。今後も一層の情報
共有、連携を図っていきます。 
 

・就学支援について、就学相談会で医療
につながっていない子に医療の受診
を勧めてはどうか。 

１ 

就学相談会では、一人一人が生き生き
と学校生活を送るためにはどのような
教育環境が望ましいのかについての相
談を行っています。必要に応じて、医療
の受診を勧めることもあります。 
 

・就学支援に関する情報について、ホー
ムページなどに明記してほしい。 

２ 

就学支援に関する情報について、パル
クとよたのホームページの内容を充実
させていきます。 
 

・外部専門家と連携した支援について、
専門職が現場で児童生徒を観察し、
支援を行ってほしい。 ３ 

学校がこども発達センターの理学療法
士、言語聴覚士、作業療法士等を招いて
助言を受け、支援や指導の充実を図っ
ています。 
 

 
 
 
 



（３）「２ 教員の専門性、授業力・指導力の向上」について 
意見等の概要 意見数 豊田市の考え方 

・配慮が必要な児童生徒が増えている
ので、研修や勉強会を行い、資質向上
をしてほしい。 

４ 

教員のキャリアステージごとの研修に
おいて、特別支援教育に係る理解を系
統的に深められるよう、研修内容の見
直しに努めます。また、市独自で特別支
援学校教諭免許法認定講習を実施して
特別支援学校教諭免許状取得を促進し
ます。研修等で学んだ内容については、
校内で共有できるよう、校内研修の充
実を図ります。 
 

・特性のある子にとっての過ごしやす
い環境や理解しやすい指示等につい
て学び、どの子にもわかりやすく過
ごしやすい学級運営を行ってほし
い。 

１ 

ユニバーサルデザインの視点を取り入
れた授業づくりや環境整備、特別支援
教育に関する研究の成果の周知・活用
に努め、すべての児童生徒が過ごしや
すい学級運営に努めます。 
 

 
 
 
 
 
（４）「３ 教育諸条件の整備」について 

意見等の概要 意見数 豊田市の考え方 
・校内の人的なサポート体制を整える

ためにも、支援を行う人員を増やし
てほしい。 

３ 
学級運営補助指導員の配置の充実に努
めます。 

・特別支援学校、特別支援学級、通級に
よる指導だけでなく、通常の学級で
合理的配慮が行われているか。 ２ 

通常の学級で一人一人の障がいの状態
や教育的ニーズに応じた合理的配慮が
行われるよう、個別の教育支援計画に
基づいて行われています。 
 

 
 
 
 
 
 
 



（５）「４ 中学校卒業後の生活へのスムーズな移行」について 
意見等の概要 意見数 豊田市の考え方 

・積極的に地域の障がい者団体と連携
を図り、本人、保護者、教職員に情報
提供ができる仕組みを作ってほし
い。 

１ 

関係機関、団体等と連携し、成人期に必
要な情報について適切な情報を収集
し、パンフレット、動画等の作成を検討
しています。 
 

 
 
 
 
 
（６）その他 

意見等の概要 意見数 豊田市の考え方 
・「障がい」表記は医学モデルの考え方

に基づく表記であるので、「障害」表
記にするべきである。 

２ 

「豊田市障害の表記方法の特例を定め
る条例（平成 19 年 12 月 26 日条例
101 号）」に則って表記しています。本
計画中では、法律名等の固有名詞につ
いては、「障害」と表記してあります。 
 

・計画策定に障がい当事者が委員とし
て入っていない理由はなぜか。 

１ 

特別支援教育推進計画策定委員会や特
別支援教育連携協議会のメンバーに
は、計画の対象となる障がいのある小
中学生に関わる学識経験者、医療、福
祉、労働関係者、小・中・特別支援学校
の教員、障がいのある児童生徒の保護
者等がおり、その方々から当事者の思
いを伺うことができると考えました。 
 

 
 
 
 


